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令和２年度宮崎県立図書館評価の概要

令和３年１１月１１日

宮崎県立図書館

１ 趣旨

図書館の設置及び運営上の望ましい基準（平成２４年１２月１９日文部科学省告示

第１７２号）に基づき、宮崎県立図書館のサービスの水準の向上を図り、図書館の目

的及び社会的使命を達成するため、取組状況について評価を行うものである。

２ 評価対象

「宮崎県立図書館ビジョン」に基づく第１期アクションプランに規定する「今後の

施策展開の方向性」に係る取組の実績。

３ 評価項目等

(1) 第１期アクションプランに規定する「今後の施策展開の方向性」を評価の大項目

（５項目）、各「今後の施策展開の方向性」の下に示されている「施策」を中項目

（２０項目）、各「施策」の下に示されている「取組事項」（施策の項目）を小項目

（４３項目に「貸出冊数」を加えた４４項目）として設定。

(2) アクションプランに記載された数値目標についてはそのまま評価指標として採用

し、目標最終年度もそのまま２０２０年度とした。

４ 評価方法

(1) 自己評価（中項目ごと：２０）

当館において、２０の中項目ごとに令和元年度の事業実績を踏まえて自己評価

を行い、主な取組状況・成果、課題等を付記した。

(2) 外部評価（大項目ごと：５）

宮崎県立図書館協議会において、上記(1)の自己評価を参考に、５つの大項目ご

とに評価を行い、今後の取組等に関する意見を付記した。
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５ 評価基準

自己評価、外部評価とも、４段階で評価した。

評価 評 価 基 準 の 内 容

Ａ 非常に良好である 成果が出ている。

Ｂ 良好である 一定の成果が出ている。

Ｃ やや不十分である 一部に成果が上がっていない項目がある。

Ｄ 不十分である 成果があまり上がっていない。

６ 評価結果

(1) 評価結果一覧

大 項 目 中 項 目 自己 外部

（「今後の施策の方向性」） （「施 策」） 評価 評価

Ⅰ 全県的な読書 １ 市町村立図書館（室）等の支援 Ｂ

環境と図書館ネ ２ 学校図書館の支援 Ｂ

ットワーク構築 ３ 市町村立図書館、学校図書館、大学図書館等との Ａ Ｂ

の核 ネットワークの構築

４ 図書館活動を支える施設・システムの維持管理 Ｂ

Ⅱ 県立図書館な １ レファレンスサービスの充実 Ｂ

らではの専門的 ２ 専門的な資料・情報の収集・整理・保存・提供 Ｂ

なサービスの充 ３ 生涯読書活動の推進 Ｂ Ｂ

実 ４ 他の専門機関との連携 Ｂ

５ 館外活動の実施 Ｂ

Ⅲ 「知の共有・ １ 情報アクセス環境の整備 Ｂ

創造」による深 ２ 課題に応じた情報サービスや「知の共有・創造」 Ｂ

い学びや課題解 の場の提供 Ｂ

決の支援 ３ 政策立案の支援 Ｂ

４ 地域の実情に応じた課題解決型サービス Ａ

Ⅳ みやざきの文 １ 地域資料の収集・保存・活用の全県的な促進 Ｂ

化の理解・継承 ２ 地域情報の収集・整理・発信 Ａ Ａ

の促進 ３ 地域情報のデジタル化・データベース化 Ａ

４ 本県の言語文化の継承 Ａ

Ⅴ 図書館ネット １ 専門的なサービスを支える人財の育成・確保 Ｂ

ワークを支える ２ 新たな知識の習得・共有 Ａ Ｂ

人財の育成 ３ 組織及び事業の改善 Ｂ
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(2) 外部評価に係る意見（主なもの）

【大項目Ⅰ 全県的な読書環境と図書館ネットワーク構築の核】

○ 日之影町の図書館開館へのサポートは素晴らしいが、継続的に運営について

利用者数や貸出冊数等数値化できるものは積極的にレビューし助言やサポート

をしてほしい。

○ マイライン接続等を機会に高校教育課との連携を密にしながら孤立しがち

な学校司書へのアドバイスや協働した研修会やイベントなどを実施してほし

い。

○ 県内の大学のマイラインサービスの接続数が宮崎大学のみというのはいか

にも少ない。特に県立図書館と物理的距離が離れている九州保健福祉大学（延

岡市）、南九州大学の都城キャンパス（都城市）などには利用を促していいの

ではないか。

○ 図書館の所蔵資料の収蔵対策については、館独自の工夫等による対策には

限界があり緊急対応が必要である。所蔵施設が建設されることが一番だが、

予算要求や思い切った対策（例：廃校利用、アダプトシステム保管(利用の限

られる貴重図書等の外部施設での保管）、新刊のデジタル資料の購入等）を講

じてもらいたい。

【大項目Ⅱ 県立図書館ならではの専門的なサービスの充実】

○ 県内における利用者数の地域差対策をさらに進めてほしい。

○ ＧＩＧＡスクール構想により、探究学習が大きく変わる。探究学習を支える

上で県立図書館が今後どうあるべきか考えていくべきである。

〇 コロナ禍の中県立図書館の入館者数の減少割合に対し、個人貸出数の減少割

合がずっと少ないのは高評価に値するのではないか。

〇 県内の市町村図書館は県立図書館の指導、助言を得ながら自館の利用者にサ

ービスを提供している。加えて専門的なサービス支援は市町村の図書館の資質

向上につながり、県全体の読書環境の底上げができると考える。

〇 読み聞かせの年代別ブックリスト作成は、「日本一の読書県」づくりのひと

つの手立てではないかと思う。
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〇 「日本一の読書県」をめざす取組はこのまま継続してもらいたい。

〇 電子書籍は今後かなり発行が増えると思われる。電子書籍の資料収集に関

して検討のペースを速めるべきである。

○ ラジオで流れるマイラインサービスのＰＲに「日本一の読書県」のことも

付け加えたほうがいい。

○ かつて岩切章太郎は経済力が低い宮崎でもその人材を育て癒やしていると

して、宮崎の生産性は非常に高いと全国に伝えたそうである。図書館も消費

施設ではなく、生産性が非常に高い施設である証左として取組を進めてもら

いたい。

○ 医療・健康情報支援サービスとして他の専門機関と連携し、新型コロナウイ

ルスに関する情報を厚く提供してほしい。

【大項目Ⅲ 「知の共有・創造」による深い学びや課題解決の支援】

○ ＳＮＳは次世代の人達へのＰＲばかりでなく、中高年世代にも訴求力がある

と思われる。情報発信に経費や時間などはさほどかからないので、大いに活用

してほしい。

〇 ＳＮＳの投稿数を評価項目に加えてはどうか。「日本一の読書県」をめざす

本県の人口１０７万に対しのＳＮＳフォロワー数が５３０は少なすぎないか。

コロナ禍でイベント中止等により投稿数が減ったとあるが、イベント以外にも

レファレンスサービスの例やお薦め本の紹介、バックヤードの紹介など工夫が

できるのではないか。

○ 静かな読書スペースとは別に意見が交わせるスペースとのゾーニングを要

するが、運用努力だけでは難しく施設改修が必要となり現状では難しいかも

しれない。他施設と連携しながらこどもたちを中心に活気のある「ラーニン

グ・コモンズ」の場を提供できるといい。

〇 高等学校の「探究的な学び」に生かすことができる学校と連携した学習会が

企画できるといい。児童・生徒が「知の共有・創造」を求め県立図書館に足を

運ぶ場になってほしい。

○ 県による政策について県立図書館の叡智が活かされてほしい。レファレン



- 5 -

スサービスは非常に便利な公共機能であり活用されないのはもったいない。

宮崎県ならではの風土、地域性、歴史性などを活かした独自の政策をとるた

めに、図書館として政策支援の活用について積極的に提言し、機能を高めて

もらいたい。

【大項目Ⅳ みやざきの文化の理解・継承の促進】

○ 児童・生徒にとって接点を見出しづらい分野であるため親しみが持てる工夫

がほしい。

○ 県で制作した報告書や冊子等は県民の資産としてその保存と閲覧できる形

でのデータベース化を図ってほしい。少子高齢化が進み地域性が乏しくなる

中こうした記録や記憶はかけがえのない宮崎の資産となると考える。

○ 「県文化講座研究紀要」第４７輯の発刊について、地道な研究の継続は評

価できる。

○ 多くの人が見ることができるデジタル化は資料の発信、研究促進につなが

る。どんどん進めてもらいたい。

〇 地域資料のデジタル化は今後必然的な業務内容となるが、手間暇のかかる作

業であり、県立図書館だけの問題ではないと考える。より上位の総合的事業と

市町村の提携の中でリソースを集約し、人材育成などを図ってもらいたい。

【大項目Ⅴ 図書館ネットワークを支える人財の育成】

○ 司書の社会的価値をあげ、有資格者が司書として図書館で働きたいと思える

よう、県立図書館には司書の専門性をしっかり示していただきたい。

○ 今後の図書館を考える上で「デジタル化」は重要なテーマである。デジタル

アーカイブ、電子図書や語り部音源のデータ作成、活用などＩＴ専門家がいな

ければ多角的に問題に対処できない。専任の設置を、専任がいる場合は増員の

検討が必要ではないか。レファレンスサービス向上のため司書を増やし待遇を

良くすることは引き続きお願いしたい。司書資格を２名が取得したことは素晴

らしい。

〇 各関係機関との連携を期待される中、専門家をマネジメントする人材や、
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ＳＮＳで盛り上げる人材など多様な人材によりタフなネットワーク力を持っ

てもらいたい。

○ オンライン研修等は今後ますます増え主流となる可能性もある。機器操作の

習得を含め環境を整えてほしい。


